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１．はじめに  

 

 生物多様性の保全は近年特に重要視されており，農業分野においても農法や農業施設

に生物多様性を保全するための工夫を施した農業生産が行われている。さらに一部の地

域では生物多様性の保全に配慮した農産物をブランド化し，高い付加価値をつけようと

試みられている。このような取組は単に生物多様性への影響のみに留まらず，地域に様々

な影響を与えるはずで，地域経済にも一定の影響を与えることが考えられる。実際に生

物多様性保全に配慮した農産物の高付加価値化による地域経済活性化をねらった取組を

行う地域が散見される。しかし，生物多様性への配慮と地域経済の活性化の関係を考え

た場合，例えば域外で生産される資材のみを投入して行われた生物多様性に配慮した農

産物生産と，域内で生産される資材のみを使用した慣行栽培を比較すると，域内にもた

らされる経済効果は後者のほうが大きくなると予想され，この場合は生物多様性への配

慮による高付加価値化が行われたとしても，それは必ずしも地域経済の活性化につなが

るとは限らない。 

マクロ経済学的な視点から生物多様性へ配慮した農産物生産を見ると，生物多様性へ

配慮した農法では一般的に化学肥料や農薬などの投入物の削減が行われており，投入物

の削減から地域経済にはマイナスの影響を与えることが予想される。一方で，一部の地

域においては投入資材になるべく地元の生産物を使用することも行われており，このよ

うな投入財の「地産地消」は地域経済にプラスの影響を与えることが予想される。この

ように，生物多様性に配慮した農法は地域経済に対し正負両方の影響をもたらすことが

考えられ，結果としてどちらが大きいかを把握し，生物多様性に配慮した農法が地域経

済にプラスの影響を与え「コベネフィット」関係となっているのか，負の影響を与え「ト

レードオフ」の関係になっているのを明らかにすることは，生物多様性保全の政策を考

える上での重要な情報となる。 

このような生物多様性保全に配慮した農産物生産が地域経済に与える影響を分析する

ため，本稿では兵庫県豊岡市における生物多様性に配慮した水稲生産を対象事例として

取り上げる。第１章で解説したとおり，豊岡市では 2003 年からコウノトリの餌場とし

て水田を活用しコウノトリの餌場の確保のため農薬や化学肥料を減らした農法（「コウノ

トリ育む農法」，以下育む農法）により米を生産している。その作付面積は 2005 年のコ

ウノトリ放鳥を気に大きく拡大し、ＪＡたじまは 2006 年よりこのお米を「コウノトリ

育むお米」（以下，育むお米）として高い付加価値を付けて販売している。また，豊岡市
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では，環境と経済の両立を目指す『豊岡市環境経済戦略』が策定されており（豊岡市

（ 2005）），この中では，環境への配慮が経済を活性化し，さらにそこからよりいっそう

の環境への配慮が達成されるという「環境と経済の共鳴」が目標として掲げられている。

この「環境と経済の共鳴」が達成されるかどうかは，環境への配慮の取組が経済効果を

もたらすかによるところが大きい。そのため，豊岡市における取組が地域経済に対して

プラスの効果を与えているかを判断することは，育むお米の取組について，市の目標が

達成されているかどうかの評価に重要な示唆を与えると考えられる。  
 そこで本稿では，兵庫県豊岡市における育むお米生産の事例を取り上げ，生物多様性

に配慮した水稲生産が地域経済にどのような影響を与えるのかを産業連関分析により評

価し， (1) 米生産における慣行農法から育む農法への農法転換が地域経済にプラスの効

果をもたらす「コベネフィット」を達成しているか， (2) 米生産における慣行農法から

育む農法への農法転換が豊岡市環境経済戦略が目指す「環境と経済の共鳴」を達成して

いるのか，の２点を検証する。 

 

２．既存研究の整理 

 

 生態系や生物多様性自体の経済価値を評価した既存研究は寺脇（ 1998），新保（ 2007）
など，これまで多数公表されてきた。中でも栗山（ 1998）は仮想市場評価法（CVM）に

よる生態系価値評価の基礎概念から適用事例まで幅広く網羅された代表的な著作である。

一方，生物多様性に配慮した農産物生産が農家経済および地域経済にもたらす影響を評

価した論文は過去にそれほど多くない。これには，大きく２つの要因があると考えられ

る。1 つには，生物多様性に配慮した農産物生産の事例がまだ国内に少なくかつ取組自

体が小規模なものであるということ，加えて農産物に付加価値を高めた形で一般消費者

への量販を目的としている事例はさらに少数であることが挙げられる。第１章で紹介し

たとおり，これまで我々が確認した生物多様性に配慮した農産物生産の事例は，米生産

での事例を中心とした 39 事例のみである(1)。その中でも多くの事例では，コスト面の

増加があってもそれを農産物販売価格に上乗せできずにおり，言わば農家がボランティ

ア的に生物多様性保全を行っている事例や，自然保護団体など特定の購買層に販売する

形態を取るものであり，高い付加価値を付けて一般消費者に量販しようとする事例は豊

岡市や新潟県佐渡市の事例など数少ない。そのため，経済分析に耐えうる農家経済デー

タが入手できる事例がわずかであるという理由が考えられるのである。 

もう 1 つの原因としては，付加価値を高めた形で一般消費者への量販を目的としてい

る豊岡市や佐渡市のような事例においても，分析に利用できるデータがかなり限られて

いるということがある。本章冒頭にて紹介したとおり，豊岡市の育む農法は 2003 年に

取組が開始され，佐渡市の事例は 2008 年頃から始まっている。そのため，佐渡市にお
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いては，分析に必要なデータがまだ十分蓄積されていない状況と考えられる。また，分

析に必要なデータは地元市町村，農協，農家などに散在しており，これらを一元的にと

りまとめる主体の存在の有無も分析の対象事例としての取り上げやすさに大きく影響を

与えていると思われる。  
 このような中，本稿で対象とする豊岡市は上記の点において，分析対象として取り上

げやすい要素が多い。特に豊岡市における育むお米の生産が研究事例として取り上げら

れる理由は，上記の２つの点について豊岡市は条件を満たしていることに加え，以下の

３つが考えられる。１つは前述のとおり，育むお米の事例では生物多様性への配慮によ

る生産コストの増加分を価格に転嫁して米の高付加価値化を達成しており，その意味で

は他の事例から比べても注目されていることから，研究対象として取り上げられやすい

ことが考えられる。もう１つの理由としては，育むお米は 2009 年時点で作付面積が

200ha を超えており生産の取組の規模が大きく効果の計測が行いやすいこと，さらには

豊岡市で独自の産業連関表を作成していることから，マクロ的な経済効果を算出しやす

いという点も考えられる。さらに３つめには，豊岡市がコウノトリ保全を対象とした大

学生や大学院生の研究に対して，研究補助事業「コウノトリ野生復帰学術研究補助制度」

を行っていることから，学生や大学院生が豊岡を対象とした研究に積極的に取り組んだ

こともその理由としてあげられよう (2 )。  
 さて，育むお米を対象事例として経済的な側面を分析した研究事例は過去に２つある。

1 つは関家（ 2009），もう１つは大沼・山本（ 2009）で，いずれも大学紀要の論文であ

る。関家（ 2009）は農法の生産費用がもたらす経済波及効果と育む農法によるブランド

商品化事業の経済波及効果を，兵庫県を推計対象範囲として計測している。その結果，

双方の経済波及効果ともに小さいという結果を導いている。関家は，この結果から環境

創造型農業の推進には地元産の資材使用の促進が重要であること，経済波及効果の高い

食料品市場でのブランド育成が必要であると結論づけている。関家（ 2009）は育む農法

による経済波及効果を求めた先駆的研究事例であり注目すべきものであるが，慣行農法

からの転換ではなく育む農法の生産費による影響を分析しているため，農法の転換によ

る慣行農産物生産の減少を考慮していない。また，兵庫県産業連関表を用いて兵庫県全

体での経済影響を計測しているため，本来注目すべき豊岡市経済への影響を把握できな

いという課題が残されている。  
 もう１つの研究事例である大沼・山本（ 2009）は，育む農法を採用することによる農

家の経済的純便益とエコツーリズムや環境創造型農業といったコウノトリ関連事業が豊

岡市経済にもたらす経済波及効果を計測している。このうち，農家の経済純便益の計測

については，ミクロ的な農家経済分析を行っており，育む農法の減農薬タイプでは農家

利潤が慣行農法よりも上回り，また無農薬タイプについても自身の労働に対する時間給

が 759 円を下回ると農家利潤が慣行農法よりも上回り，農業経営（ミクロ）レベルで環
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境保全と経済効果が両立するミクロ両立性が成立することを示している。さらに，コウ

ノトリ関連事業による経済波及効果分析では，コウノトリ関連のエコツーリズムとそれ

に関連する施設整備，さらに魚道設置，コウノトリの餌場確保といった「コウノトリ野

生復帰関連事業」を対象としている。分析の結果，豊岡市では観光面で年間約 10 億円，

また，施設建設や事業等で約 80 億円の経済効果がもたらされたという結果を導出し，

コウノトリの野生復帰が正の経済効果を与えるというマクロ両立性も成立していると結

論づけている。このように，ミクロ的側面とマクロ的側面の双方からアプローチした大

沼・山本（ 2009）も興味深い研究事例である。特に豊岡市産業連関表を適用することで

関家（ 2009）では捉えられなかった豊岡市経済への影響を算出している点に大きな特徴

がある。しかし，農法転換の経済評価については，ミクロ的な経営分析アプローチのみ

であり，本稿の目的とする農法転換によるマクロ的な影響を分析するものにはなってい

ない。  
 このようなことから，本稿では，慣行農法から育む農法への転換が地域経済にどのよ

うな影響をもたらすのかを分析目的とし，農法転換による経済的な影響をマクロ的に把

握することとする。  
 

３．産業連関表の修正手順 

 

 本稿では豊岡市産業連関表（以下，豊岡表）2005 年版を適用して分析を進める。豊岡

表は豊岡市が兵庫県からのデータ提供を受けて作成した豊岡市内を対象とした産業連関

表で， 2009 年に 2000 年版と 2005 年版が公表された。豊岡表は市内経済を分析するた

めに有用なツールとなるが，農業分野に関しては育むお米や慣行米の区別もさることな

がら，農業部門が一括計上されており，米部門をはじめ，耕種農業，畜産業を農業のす

べての部門が含まれる現行の構成では本稿の分析目的に適用することが困難である。そ

こで，本稿では豊岡表に農業部門として統合されている米部門，さらにはその内訳とし

て慣行米部門と育むお米部門を分割する修正を施す。豊岡表は最も細かな部門の表でも

36 部門表となっているが，本稿では分析目的に合わせ，この中の農業部門を育むお米部

門，慣行米部門，その他農業部門の３つに分割し，合計 38 部門の表とする。修正の手

順としては，まず農業部門から米部門を独立させ，その後米部門をさらに育むお米部門

と慣行米部門へと分割する（第１図）。  
 このような部門分割を行うためには，まず育むお米部門と慣行米部門，その他農業部

門の域内生産額を推計しなければならない。豊岡表の推計年次である 2005 年の時点で

は育むお米の作付面積は 41.7ha であり，これに単収および農家売渡価格を乗じて算出

された育むお米部門の生産額は 5,220 万円となった。農林業センサスによると， 2005
年における豊岡市の米生産額は 39 億 9,000 万円であるので，慣行米生産額はこれから
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育むお米の生産額を差し引いた 39 億 3,780 万円となる。さらに，豊岡表における農業

部門の域内生産額は 99 億 1,500 万円であるので，米以外の農業部門の域内生産額は 59
億 2,500 万円となった（第１表）。本分析ではこれらの金額を豊岡表の各部門の域内生

産額とする。  
 

豊岡市産業連関表
（36部門表）

本稿
（38部門表）

01-1 育むお米
01-2 慣行米

02 林業 02 林業 02 林業

36 分類不明 36 分類不明 36 分類不明

第１図　農業部門から育むお米部門，慣行米部門の分割手順

01-3
その他
農業

米

農業
その他
農業

01

 

 

（百万円）
育むお米 52.2
慣行米 3,937.8
その他農業 5,925.0
合計 9,915.0

第１表　育むお米，慣行米，その他農業部門の域内生産額

 
 

 次に，育むお米部門および慣行米部門の投入構造，すなわちこれらの部門においてど

の部門からどのくらいの投入をしているかを設定する必要がある。ここではまず農業部

門から米部門を独立させた上で，さらに慣行米部門と育むお米部門への分割を試みた。

農業部門から米部門を独立させるにあたり，米部門の投入額は国の 2005 年産業連関表

（以下，全国表）から米部門の投入係数を引用して按分を行った。つまり，全国表の米

部門における i 部門の投入係数を iRa ，豊岡市における米部門の市内生産額を RX とする

と， i 部門から米部門への投入額 iRx は，以下の式で表される。 

 

RiRiR Xax ⋅=      (1) 

 

これにより，米部門からの投入額を確定させ，その他農業部門は農業部門の市内生産額

および投入額から米部門のそれを控除した値を計上した。このような投入構造の設定に

は，米部門の生産活動に投入される投入物が全国と豊岡市で同じであるという仮定に基

づくものである。水稲の栽培体系は全国でおおよそ同じであると考えられるため，この

ような仮定は妥当性を有すると考えている。 

 次に，米部門を慣行米部門と育むお米部門へと分割する。これについては，育むお米

部門の投入構造を確定させ，これを米部門から差し引くことにより慣行米部門の投入構
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造を決めるという手順で行った。まず，豊岡農業改良普及センターより入手した 10a あ

あたり経費データにより，育むお米の減農薬タイプと無農薬タイプ，および慣行米に３

種類の米ついて，それぞれの作付面積を乗じて市内における経費総額を算出した。次に，

それぞれの費目ごとに豊岡表の部門分類と適合させ，各部門において育むお米と慣行米

の投入額割合を算出した（第２表）。この割合を各部門の米部門への投入額に乗じること

で，育むお米と慣行米の投入額を配分した（ (2)～ (4)式）。ただし，商業部門や運輸部門

など第２表にないサービス部門などへの投入額は，域内生産額あたりの投入額が育むお

米と慣行米で同じと考え，育むお米部門と慣行米部門の域内生産額の域内生産額比率に

より按分した（ (5)， (6)式）。  
 

（百万円）
産業連関表
対応部門 金額 割合(b iH ) 金額 割合(b iC ) 金額 割合
農業 16 1.4% 1,108 98.6% 1,124 100.0%
食料品 5 2.1% 210 97.9% 215 100.0%

化学製品 2 0.2% 1,084 99.8% 1,086 100.0%
その他製造工業品 2 1.5% 149 98.5% 151 100.0%
資本減耗引当 16 1.3% 1,161 98.7% 1,177 100.0%

雇用者所得・営業余剰 22 2.1% 1,036 97.9% 1,059 100.0%
出所：兵庫県豊岡農業改良普及センター資料をもとに著者推計．

育むお米 慣行米 合計

第２表　市内米生産における投入総額

 

 

iHiRiH bxx ⋅=    (2) 

iCiRiC bxx ⋅=    (3) 
1=+ iCiH bb    (4) 

iHx ， iCx ： i 部門から育むお米部門および慣行米部門への投入額  

iHb ， iCb ：米部門の投入額に占める育むお米部門および慣行米部門の割合  

 

R

H
jRjH X

Xxx ⋅=    (5) 

R

C
jRjC X

X
xx ⋅=    (6) 

 

一方，需要構造すなわち行方向での米部門とその他農業部門の分割については，全国

の米部門の産出構造をそのまま用いることはできない。これは，例えば日本全体で考え

た場合米の輸入はミニマムアクセス米のみであるのに対し，豊岡市の場合は域外からの

米の移入が一定量あると考えられ，日本全体の米の需要構造と豊岡市のそれとは大きく

異なるためである。そのため，米の需要構造については，豊岡市のデータを引用し慣行

米部門と育むお米部門を分割する際に独自に設定する。第３表には育むお米と慣行米の
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需要割合が示されている。この割合を育むお米と慣行米の域内生産額に乗じ，それぞれ

の部門の中間需要額と最終需要額，移輸出額を推計し，中間需要は食料品部門へ，最終

需要は域内最終消費支出の項目へ帰属させた(3)。また，移輸出の金額についてはすべて

移出として計上した。なお，慣行米については，移輸入があることから域内生産額に占

める移輸入の比率がもとの豊岡表の農業分野と修正後の慣行米部門で同じと仮定し，按

分計算を行った。すなわち，もとの豊岡表の農業部門の移輸入を AM とすると，慣行米

部門の移輸入 CM は以下の式で表される。また，このような手順で推計した育むお米部

門の需要額は第４表に示した。 

 

A

A
CC X
MXM ⋅=    (7) 

 

中間需要 最終需要
育むお米 0.5% 8.0% 91.6% 100.0%
慣行米 0.4% 6.8% 92.8% 100.0%
出所：JAたじま提供資料より著者推計．

域内需要
移輸出 合計

第３表　育むお米と慣行米の需要項目の割合

 

 

（百万円）

食料品 その他
民間最終
消費支出

その他

育むお米 0 0 4 0 48 52 0 52
慣行米 17 0 791 307 3,655 4,770 -832 3,938

第４表　育むお米部門と慣行米部門の需要額の設定

移入
域内

生産額

中間需要 最終需要
移出 需要計

 

 

 以上のような修正の後，行列間の数値を一致させるために微調整を行い，豊岡表の農

業部門を育むお米部門と慣行米部門，その他農業部門に分割した。修正後の豊岡表は 16
部門に統合したものを本章末尾の付表１に掲げた。 

 

４．分析シナリオとコベネフィット，環境と経済の共鳴の定義 

 

（１）分析シナリオの設定 

 本研究では，上述のような修正を加えた豊岡表を用い，豊岡市において慣行農法から

育む農法へ転換することが豊岡市の経済にどのような影響を与えるかを分析する。分析

の際のシナリオについては，育むお米作付面積が 2005 年当時の 41.7ha から 2008 年の

183.1ha まで拡大した状況を想定し， 141.4ha が慣行農法から育む農法へ転換された場

合の影響を評価する。具体的には慣行米部門において 141.4ha の作付面積減少により 1
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億 8,700 万円の生産額減少が発生する一方，育むお米部門では 2 億 2,300 万円の生産額

増加となり，差し引きすると豊岡市内で 3,600 万円の生産額増加がもたらされる。本分

析では，慣行米部門の域内生産額が 1 億 8,700 万円減少する一方で，育むお米部門の域

内生産額が 2 億 2,300 万円増加するというシナリオを設定し，経済波及効果を求めた上

で，生物多様性に配慮した農産物生産が地域経済にもコベネフィットをもたらすか，お

よび「環境と経済の共鳴」を達成しているかを検証する。  
このように，本分析では慣行米の生産減によるマイナスの経済効果と育むお米の生産

増によるプラスの経済効果の２つの要素を分析することになり，後者が前者を上回った

場合に地域全体としてプラスの経済効果が得られる。それでは，産業連関分析の理論上，

育むお米のプラスの経済効果が慣行米のマイナスの経済効果を上回るにはどのような条

件が必要なのだろうか。一般的に考えられるのは，育むお米が慣行米より高く売られて

いることであるが，この条件は必ずしも地域全体でのプラスの経済効果を保証するもの

ではない。現実的には考えにくいが，もし仮に育むお米が慣行米よりも低い価格で販売

されていた場合にも，農法の転換によりプラスの効果が発生する可能性は残されている。

極端な例を出して解説すると，例えば，  
・育むお米（市外で生産される資材のみを使用）  
・慣行米（市内で生産される資材のみを使用）  

で比較した場合，育むお米の価格は慣行米より高くても，慣行米のほうが市内の経済効

果は高く出るはずである。つまり，お米が高く売れたとしても，その後方連関効果がす

べて市外に流出してしまえば，必ずしも市内の経済効果はプラスで出るとは限らないだ

ろう。  
プラスの効果が生じるかどうかを左右する要因としては， 1 つに育むお米における投

入資材の域内自給率が高いことが挙げられる。産業連関分析では，この要因は，特に全

国から県，市と小さな評価対象範囲になるにしたがって，達成が難しくなると考えられ

る。これは小さな経済主体になればなるほど域内自給率が低くなるためである。今回は

豊岡市という非常に小さな経済主体を対象とした分析で，必然的に域内自給率は低くな

ることから，本稿では慣行農法から育むお米への転換がこの条件を満たし，「コベネフィ

ット」を達成しているかどうかについて検証する。  
 
（２）コベネフィットと環境と経済の共鳴の定義 

本稿では， (1) 米生産における慣行農法から育む農法への農法転換が地域経済にプラ

スの効果をもたらす「コベネフィット」を達成しているか， (2) 米生産における慣行農

法から育む農法への農法転換が豊岡市環境経済戦略の目指す「環境と経済の共鳴」を達

成しているのか，の２点を検証することを目的としている。本節では，本稿における「コ

ベネフィット」と「環境と経済の共鳴」の定義づけを行う。  
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まず，「環境と経済の共鳴」についてその定義を検討する。豊岡市の「豊岡市環境経済

戦略」を見ると，「はじめに」の部分に「環境と経済の共鳴」について，以下のとおり書

かれている。  
 

「私たちはこの取組みの過程で環境と経済の共鳴，つまり環境への取組みによっ

て経済効果が生まれ，経済効果が生まれることによって環境への取組みが活発に

なり，さらに経済効果が高まるという仕組みがあることに気づきました。（豊岡市

(2007)より引用）」 

 
ここから，「環境と経済の共鳴」とは，環境への配慮が地域経済の活性化につながり，

さらに環境保全を促進する効果と定義される。この定義にしたがうと，「環境と経済の共

鳴」も「コベネフィット」に包含される関係にあたると言えよう。「コベネフィット」と

「環境と経済の共鳴」の違いを明確化するためもう少し深く考察すると，「環境と経済の

共鳴」は根底に環境保全に配慮することがそれを行った者自身の経済収入の増加につな

がることがあると考えらえる。環境保全を行うことで経済的なメリットを得られ，それ

がさらなる環境保全の実施に結びつくという状態を指している。そのため，「環境と経済

の共鳴」では一義的には環境保全の取組を行った者が経済的な利益を得ているかがポイ

ントになる。このことから本稿では，生物多様性保全の取組を行った者自身が利益を得

ることを「環境と経済の共鳴」と定義する。具体的に言うと，農家が育むお米へ転換す

ることにより，米部門に経済的なメリットがもたらされることを本稿では「環境と経済

の共鳴」と呼ぶ (4 )。  
次に，「コベネフィット」について，一般に「コベネフィット」とは，１つの活動がさ

まざまな利益につながっていくことを指す言葉であるが，環境分野に限定して考えると，

環境保全の何らかの取組が，当初目的とした環境保全以外にも何らかの効果をもたらす

ことを意味する。環境省はコベネフィットについて，以下のとおり定義しており，特に

温暖化対策や途上国を主眼に置いていることがわかる。  
 

「“コ・ベネフィット” とは，相乗便益とも言い，温室効果ガス排出削減など，

温暖化対策を行うと同時に得られる，エネルギー効率の改善や大気汚染の改善な

ど，異なる分野での好ましい効果のことをいう。環境破壊や貧困・地域格差など，

途上国が抱える開発問題に関してコ・ベネフィットが実現すれば，温暖化対策に

対する途上国側の意識が変化し，主体性を高めることができると期待されている。

（環境省（online）より引用）」  
 

しかし，本稿は生物多様性保全の取組と地域経済への影響を分析することを目的とし
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ているので，地球温暖化対策ではなく生物多様性保全の取組が持つコベネフィットに着

目する。例えば，生物多様性の保全を目的とした取組が温室効果ガスの削減に貢献して

いたり，地下水水質の改善や大気浄化などのメリットを与えていたりすれば，その取組

は環境保全が他の環境問題の解決・緩和に貢献するという「コベネフィット」を持つと

言える。さらに，環境問題に留まらず，生物多様性の保全が地域振興や地域経済にもプ

ラスの効果を与えていれば，それも「コベネフィット」と呼ぶことができる。本稿では

生物多様性と地域経済の関係を明らかにする目的であるため，生物多様性保全の取組と

地域経済との関係に限定して「コベネフィット」と呼ぶこととする。これを本稿で取り

上げる育むお米の事例にあてはめると，コウノトリ保全のため，農家が育む農法へ転換

することにより，米部門以外の地域経済にもたらされる効果を「コベネフィット」と呼

ぶ。  
以上の「環境と経済の共生」および「コベネフィット」の定義は第２図にまとめられ

る。農家は育む農法を行うことにより慣行米よりも高い価格で米を販売できるという経

済的メリットを受けている。これは，育む農法を通じてコウノトリ保全を行う農家自ら

がその対価として受け取る利益である。本稿ではこれを米部門というマクロ的な効果に

拡張して「環境と経済の共鳴」と定義した。しかしながら，育む農法の経済的影響は米

部門以外にももたらされる場合がある。それは，経済波及効果を通じた地域全体への影

響であり，これは米部門自らが受ける経済効果とともに，それ以外の産業部門が受ける

経済効果も含まれている。米部門以外の部門が受ける経済効果は経済学的には外部経済

であり，自らの意思決定の範囲外で行われた経済活動，すなわちこの場合は育む農法へ

の転換により影響を受けた部分，いわゆる「おこぼれ」の部分である。本稿では，この

「おこぼれ」の部分にも着目し，米部門以外への経済的な影響を「コベネフィット」と

呼ぶ。  
  

環境と経済の共鳴

コベネフィット

本稿における定義

コベネフィット

地域経済に対して
　　　米部門に対して

　　　他部門に対して

何に対して何が

環境問題が
　　　地球温暖化が
　　　生物多様性が
　　　　　　　　　　　　コウノトリ保全が
　　　　　　　　農家による育むお米への転換が

 
第２図 「コベネフィット」と「環境と経済の共鳴」の関係 

 

本稿の定義では，「環境と経済の共鳴」は「コベネフィット」に含まれる概念で，どち

らも育む農法への転換が経済的な効果を与えるかどうかを把握するものである（第２図）。
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両者の違いは経済的なメリットを享受する主体であり，「環境と経済の共生」は米部門自

身が受ける経済的メリットを，「コベネフィット」は米部門以外の部門が受け取る経済的

メリットとなる。  
 

５．分析結果 

 

分析の結果は第５表と第３図にまとめられている。2005 年から 2008 年にかけての豊

岡市内における慣行米から育むお米への作付転換に伴い育むお米の作付面積は 41.7ha
から 183.1ha に増加した。これにより，市内で誘発される域内生産額は 5,670 万円とな

った。これは慣行米部門で域内生産額が 1 億 9,200 万円減少する一方で育むお米部門で

2 億 3,400 万円の域内生産額が増加することによってもたらされる地域経済効果である。

直接生産増加額との比である生産誘発係数は 1.57 となった。すなわち，当初農家が得る

育むお米への転換による増収分は地域経済にその 1.6 倍の地域経済効果をもたらすこと

が示された。粗生産額から中間投入分を差し引いた付加価値で見ると，市内で誘発され

る域内総生産（GRP）は 4,370 万円となり，このうち育むお米部門自身にもたらされる

誘発 GRP は 1 億 5,260 万円となる一方，慣行米部門では作付けの減少により 1 億 1,250
万円の GRP 減少となる。両部門で差し引きして米部門全体として考えると，4,010 万円

の GRP 増加という結果となる。これを農法が転換された面積あたりに換算すると，10a
あたり 28,379 円となった。また，米部門以外の農業部門および他部門にもたらされる

GRP の増加は 360 万円となり，米以外の農業部門を含めた他部門にもたらされる GRP
を転換面積 10a あたりに換算すると 2,518 円となった。この結果からは，誘発された

GRP のほとんどが米部門にもたらされていることがわかる。  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

直接生産増加
（ベースライン）

誘発粗生産額 誘発GRP額

米部門以外への効果

1.57倍

万円
米以外の部門

米部門

 
第３図 米部門以外への影響  
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合計 うち米部門 うち他部門
誘発域内生産額（百万円） 56.7 47.6 9.1
誘発GRP額（百万円） 43.7 40.1 3.6
　　（合計に占める割合） (100.0%) (91.9%) (8.1%)
農法転換農地10aあたり誘発GRP額（円/10a) 30,896 28,379 2,518
生産誘発係数 1.57 －－ －－
注．生産誘発係数は直接生産増加額に占める誘発粗生産額の割合である．

第５表 分析結果

 
 
また，部門別の誘発 GRP 額を示したのが第６表である。この表を見ると，育むお米

部門，慣行米部門への影響がほとんどでそれ以外はごくわずかであることがわかる。こ

のことからも，農法の転換による他部門への経済的な影響は小さいと言える。  
 

（百万円）
誘発GRP額 誘発GRP額

育むお米 152.6 輸送機械 0.0
慣行米 -112.5 その他の製造工業製品 0.0
その他農業 1.0 建設 0.2
林業 0.0 電気・ガス・熱供給 0.2
漁業 0.0 水道・廃棄物処理 0.0
鉱業 0.0 商業 0.3
食料品 0.1 金融・保険 0.9
繊維製品 0.0 不動産 0.0
パルプ・紙・木製品 0.0 運輸 0.4
化学製品 0.0 通信・放送 0.1
プラスチック製品 0.0 公務 0.0
かばん製品 0.0 教育・研究 0.0
窯業・土石製品 0.0 医療・保健・社会保障・介護 0.0
鉄鋼 0.0 その他の公共サービス 0.0
非鉄金属 0.0 対事業所サービス 0.2
金属製品 0.0 飲食店・宿泊業 0.0
一般機械 0.0 その他の対個人サービス 0.0
電気機械 0.0 事務用品 0.0
電子部品・デバイス 0.0 分類不明 0.0

合計 43.7

第６表 部門別誘発GRP額

 

 
このような結果をまとめると以下の３点となる。第 1 に，育むお米への転換による地

域経済効果は生産誘発係数で見ると 1.57 と高い値を示していること，第 2 に育むお米

への作付転換により育むお米部門にもたらされるプラスの地域経済効果は慣行米部門の

マイナスの地域経済効果を上回ること，第 3 に地域経済にもたらされる効果の大半は米

部門にもたらされるものであり他部門への効果はわずかであることである。  
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６．結果の考察 

 

まず生産誘発係数が高い点について考察する。今回の分析に限らず一般的に見ると，

生産誘発係数が高くなる要因は，(1)域内で生産される資材を多く投入した生産を行うこ

と，(2)付加価値率が高いこと，の２つが考えられる。この２つの点に関して，今回の分

析結果を考察すると，(1)について育むお米は域内で生産される資材をより多く使用する

努力をして生産されている。豊岡市産業連関表においても，育むお米は慣行米に比べ，

域内自給率が高い食品部門（有機肥料を生産する部門）からの投入が多く，域内自給率

の低い化学製品部門（化学肥料を生産する部門）からの投入は少なくなっており， (1)
の点が産業連関表にも反映されていると考えられる。一方，(2)について，一般的に労働

集約度の高い農業部門の付加価値率は高くなる傾向があるが，その中でも産業連関表か

ら付加価値率（域内生産額に占める粗付加価値の割合）を見ると，慣行米は 0.605 に対

し育むお米 0.653 となっており（第７表），慣行米と比べても育む農法の付加価値の割

合は高くなっている (5 )。このことから，育むお米は慣行米との比較でも (1)，(2)両方の点

で慣行米を上回っており，生産誘発係数が高いのは育むお米特有の結果であると予想さ

れる。  
 

第７表　育むお米と慣行米の付加価値率

育むお米 0.653
慣行米 0.605

注．付加価値率とは，域内生産額に占める
　　粗付加価値合計額の割合である．  

 

次に，育むお米部門にもたらされるプラスの地域経済効果が慣行米部門のマイナスの

地域経済効果を上回ることと生産誘発係数の大きさについて考察する。冒頭で述べたと

おり，一般的に農法の転換は地域経済に２つの影響を与えると考えられる。１つは化学

肥料などの投入物が減らされることにより米部門へ中間財を供給する部門を中心に地域

経済に対してマイナスの影響が発生することが考えられる。もう１つは育む農法では有

機肥料など域内で生産される投入物を使用することによって地域経済にプラスの影響を

与えるというものである。この２つの影響のどちらが大きいかについて，今回の分析で

はプラスの影響が大きいことが示された (6 )。  
この結果と豊岡市環境経済戦略で掲げた「環境と経済の共鳴」の関係を考察してみる。

先に解説したとおり分析結果では誘発係数が 1.57 となり地域経済効果の多くが米部門

への効果であったことから，農業においては育むお米への転換の取組によって，地域経

済効果が得られていると判断できる。このことがさらに育むお米への転換を誘発してい

ることは，過去からこれまでの育むお米作付面積の急激な増大からも窺える (7 )。すなわ
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ち，育むお米への転換が農業部門の経済状況に対してプラスに作用し，このことがさら

に育むお米への転換を促進する状態になっていると言える。これらのことから，本分析

結果は「環境と経済の共鳴」が成り立っていることを示すものである。  
次に，「コベネフィット」との関係を検証する。前述のとおり，育むお米への転換によ

り地域経済効果がもたらされるのはほとんどが米部門であり，他部門への地域経済効果

はわずかにすぎない。計算の結果からは，生産誘発係数が 1.57 となったが，第５表に掲

げた結果を見ると，他部門にもたらされる誘発 GRP 額は 360 万円，全体の誘発 GRP 額

の 8.1%であり，残り 91.9%は米部門自身に帰属するものである。このことから考えると，

地域経済効果のほとんどが米部門，すなわち農家自身への影響であり，他部門にもたら

される経済効果はわずかであり，育むお米への転換による「コベネフィット」の大きさ

は小さいと言える。  
このような結果がもたらされるのには２つの理由が考えられる。第１の理由として，

育む農法は域内で生産される資材を投入して生産が行われているものの，その絶対的な

生産量は少なく，地域経済に大きなインパクトを与えるまでに至っていない点が挙げら

れる (8 )。第２の理由としては，育むお米のほとんどが豊岡市外へ最終消費として販売さ

れており，地元の産業部門で中間投入として販売されている量がごくわずかであること

である。すなわち，第３表に示したとおり，育むお米が域内で生産される財の中間投入

としての利用される量がごくわずかであるため，そこからもたらされる地域経済効果が

あまり得られないということである。  
それでは，「コベネフィット」がわずかであるという結論は，どのくらいの信頼性を持

つものであろうか。上記で示した誘発係数を規定する２つの要因のうち，(2)の付加価値

率の高さについては，産業連関表を修正する段階においてその数値が決定される。本研

究では，育むお米と慣行米の労働費の比率によって雇用者所得を按分している。按分は

一定の根拠をもとに行っているものの，修正・調整段階において恣意性が生まれる余地

がある。そのため，ここでは付加価値率の大きさが分析結果にどのような影響を与える

かを感応度分析によって明らかにしておく。感応度分析の方法としては，第６表に掲げ

た育むお米部門と慣行米部門の付加価値率を基準にそれぞれ±20%の範囲で値を変化さ

せ，それによる誘発 GRP の大きさの変化を検証する (9 )。  
その結果，付加価値率を±20%の範囲で変更すると，全部門合わせた誘発 GRP 額は 3

億 5,700 万円から 5 億 1,700 万円の範囲で変動することが明らかになった（第８表）。

米部門以外の部門への誘発 GRP の大きさは不変であるため，全部門合計の誘発 GRP 額

に占める米部門以外の部門への誘発 GRP の占める割合は 6.9%（ +20%時）から 10.0%
（－ 20%時）まで変化した。つまり，付加価値率を変化させても米部門と他部門の誘発

GRP の割合はあまり大きく変化せず，この結果を見ても誘発 GRP のほとんどが米部門

へ帰属し，他部門へもたらされる効果がごくわずかであるという結果は変わらないとい
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える。したがって，本分析の結果から得られた，他部門へ波及する経済効果がわずかで

あるという結論は，一定の信頼性を有すると考えられる。  
以上の考察を要約すると，慣行米から育むお米への転換により，米部門自身が経済的

なメリットを享受するという「環境と経済の共鳴」は達成されていると考えられるもの

の，米部門以外への地域経済効果を考えた「コベネフィット」を見た場合，育む農法へ

の転換が他部門へ大きな地域経済効果をもたらすというまでには至っていないことが明

らかとなった。  
 

-20% 従来 +20% -20% 従来 +20%
誘発GRP額（百万円） 30.6 38.0 45.4 29.7 37.1 44.6

haあたり誘発GRP額（百万円/ha) 0.216 0.269 0.321 0.210 0.263 0.315
10aあたり誘発GRP額（円/10a) 21,629 26,883 32,138 21,018 26,273 31,527

注1 表は育むお米部門と慣行米部門の付加価値率をそれぞれ±20%変化させたときの
　　  誘発GRP額を示す。
   2  付加価値率を変更したのは育むお米部門と慣行米部門のみのため，他部門の誘
　　　発GRP額は変わらない。

米部門全部門合計
第８表　付加価値率の違いによる誘発GRP額の変化

 
 

育む農法への転換により農家自身に経済的なメリットがあることは，大沼・山本

（ 2009）においてもすでに示されている (10 )。一方，本稿は産業連関分析というマクロ的

分析手法を用いて米部門への影響を分析したものである点と農法の転換により慣行米部

門での負の影響を考慮している点が大沼・山本（ 2009）との相違点である。本稿におけ

る上記の結果は，特定の農家による育む農法への転換により育むお米部門にもたらされ

るプラスの地域経済効果が慣行米部門における減産によるマイナスの地域経済効果を相

殺してまだあり余ることを示しており，地域経済の視点からも大沼・山本（ 2009）と同

様の結論が導かれたと言える。  
 
７．政策的含意 

 

特定の農家による育む農法への転換により育むお米部門にもたらされるプラスの地域

経済効果が慣行米部門における減産によるマイナスの地域経済効果を上回るということ

は，地域経済として米部門全体で見た場合には，育む農法への転換が経済的メリットを

もたらすことを示している。この分析結果からは育む農法への転換を促進することが地

域経済の活性化につながると言え，育むお米への転換を政策として促進することの１つ

の根拠が示されたことになる。しかしながら，第５節で示した結果からは，米部門以外

への地域経済効果はごくわずかであり，大半が米部門にもたらされる地域経済効果とな

っている。今後，政策として育むお米への転換を図る際には，他部門へもたらされる地

域経済効果をいかに大きくしていくかが課題となろう。  
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それでは，育むお米による他部門への地域経済効果を高めるためにはどのような方策

が考えられるだろうか。方策としては大きく２つのことが考えられる。１つには地域で

生産される投入財を多く投入することである。域内で生産される財を育むお米に投入す

ることによって中間投入財を生産する部門に経済波及効果が生まれ，これから地域経済

効果がもたらされる。したがって，多くの部門から大量の中間投入財を投入することに

よって地域経済効果は必然的に大きくなる。これは後方連関効果を高めるという点で直

接的な方策である。しかしながら，地域経済効果の増加を目的として投入財を増やす農

業を行うことは，環境保全型農業の考え方とは相反することになるので，環境保全や生

物多様性の確保という観点からは推奨されるやり方ではない。過去に豊岡市では，お米

の単収増加や農家の収入増加のために農薬や化学肥料の多投した結果，野生のコウノト

リが絶滅するという結果に至った。これを反省して農薬・化学肥料の削減を行って生産

されるお米が育むお米である。このことから言っても，地域経済効果を優先させた中間

投入財の増加は育むお米の趣旨に反するものであろう。ただし，育むお米の生産に最低

限必要な中間投入財については，できるだけ域内で生産される財を使用することにより

他部門への地域経済効果を高めることができると考えられる。つまり，「コベネフィット」

を拡大させるためには，今後も育むお米の生産に際して，中間投入を最低限に抑えて環

境負荷を少なくするとともに，必要な中間投入財に関しては，域内生産物をできる限り

利用することが必要と示唆される。できる限り域内で生産される中間投入物を利用する

ことは，これまでも育む農法に求められてきた要件であり，「コベネフィット」を確保す

るという意味でもこれは意義のあることだと言えよう。  
次に考えられる方策は，育むお米を域内で生産される財の中間投入として利用するこ

とである。育むお米を中間投入財として使用することによって，当該部門の生産が増加

し，ここから生まれる付加価値の増加が２次的な地域経済効果をもたらす。これは前方

連関効果を高めることになるが，間接的に他部門への地域経済効果を高めることにつな

がる。これまでも育むお米は日本酒の原料として利用されてきた。このような中間投入

財としての育むお米の使用はごくわずかであり，これをさらに拡大することが豊岡市に

おける地域経済の活性化といった側面で育むお米の「コベネフィット」増進につながる

と考えられる。したがって，「コベネフィット」をさらに拡大するためには，現在行われ

ている育むお米の酒米からの日本酒生産のさらなる拡大や育むお米を原料とした新商品

の開発など，育むお米を利用した製品の生産を支援することや育むお米の域内最終消費

を増加させることが具体的方策の 1 つとして挙げられる  (11 )。  
 

８．分析の限界  
 
 以上，分析結果とその考察，政策的含意について述べたが，ここでは分析の限界につ
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いて２つの点に触れておく。まず１点目として，本稿の分析では豊岡市や豊岡改良普及

センターから提供されたデータを元に産業連関表を修正した上で分析を行っている。こ

の修正の際にはさまざまな仮定を設定しており，これが分析結果に与える影響について

は，付加価値率の大きさによる影響を検証したのみに留まっている。これ以外にも産業

連関表の様々な数値のわずかな差が結果に大きく影響を与えることも想定され，本分析

の結果から導かれた結論を覆す可能性も否定できない。この点については，今後も産業

連関表の修正において仮定の妥当性を再確認するとともに，数値差による影響について

も検証を進めたいと考えている。  
 また，次に挙げられる限界点として，本稿では産業連関分析を適用した分析を行った

が，農家が育む農法への転換に際して抱える様々な課題については分析の範囲外となっ

ている点である。本稿における分析はあくまで地域経済の視点からの分析であり，農家

や他部門の生産者のミクロ的な分析は行っていない点が第２の限界点として指摘できる。

現実的には，育むお米の生産拡大にはさまざまな課題が指摘されている。中川（ 2010）
は育むお米の生産拡大の制約要因を抽出し，その解決策を提案しているが，その中で，

農業者における農法転換の意思決定は，労働投入量と耕作面積の制約の影響を受けて行

われることと，農地存続の流れと育むお米の生産拡大が農業労働において競合関係にあ

ることを指摘している。これ以外にも農家は様々な制約要因を考慮した上で，慣行米と

育むお米の栽培の意思決定を行っている。このように，育むお米の生産拡大に際しても，

さまざまな課題に直面しており，本分析結果を受けた生産拡大が困難であることも事実

である。  
 以上のような分析の限界により，本稿の分析結果から導かれた結論がただちに育むお

米の生産拡大につながるものではないと認識している。しかしながら，本稿は育むお米

への転換がマクロ経済的にどのような影響があるのかという視点から，豊岡市が目指す

「環境と経済の共鳴」や「コベネフィット」が達成されているかを検証している点で一

定の意義があると考える。特に地域経済に着目した農法転換の影響評価は，これまでの

既存研究にはない本稿の特徴として挙げることができる。  
 

９．おわりに 

 

兵庫県豊岡市における育むお米生産の事例を取り上げ，生物多様性に配慮した水稲生

産が地域経済にどのような影響を与えるのかを産業連関分析により評価し， (1) 米生産

における慣行農法から育む農法への農法転換が地域経済にプラスの効果をもたらすコベ

ネフィットを達成しているか， (2) 米生産における慣行農法から育む農法への農法転換

が豊岡市環境経済戦略の目指す「環境と経済の共鳴」を達成しているのか，の２点を検

証してきた。分析からは，育むお米への転換による地域経済効果を生産誘発係数で見る
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と 1.57 と高い値を示していること，育むお米部門にもたらされるプラスの地域経済効果

は慣行米部門のマイナスの地域経済効果を上回ること，地域経済にもたらされる効果の

大半は米を生産する米部門にもたらされるものであり他部門への効果はわずかであると

いう結果がもたらされた。  
これらの結果から考察すると，育むお米への転換によって米部門自身が経済的なメリ

ットを享受するという「環境と経済の共鳴」が成り立っているものの，他部門へ経済的

なメリットがもたらされるという「コベネフィット」はわずかであると結論づけられた。

これらは，育むお米への転換を促進することが地域全体として経済的なメリットを享受

することにつながり，行政が育むお米への転換を政策として促進することの根拠の１つ

を示す結果といえる。また，域内で生産される中間投入物をできる限り使うという育む

お米に求められた要件は，「コベネフィット」の達成にも貢献するものであり，コウノト

リの保全と地域経済への効果を両立させる方策としても意義があることが示唆された。

そして，現状ではあまり大きくない「コベネフィット」をさらに増大させるためには，

育むお米を域内で生産される財の中間投入物として利用したり，域内での育むお米の最

終消費を拡大させたりして育むお米の域内消費をさらに高めること必要である。  
  

〔注〕 

(1) 生物多様性に配慮した農産物生産の取組みについての詳細は第１章を参照のこと。  

(2) 関谷は 2008 年度の当該事業に採択された研究課題「コウノトリ野生復帰事業がもたら

す地域政策上の諸課題に関する事例研究」の研究メンバーにもなっている。  

(3) 育むお米は食用米（コシヒカリ）だけでなく酒米（五百万石）も栽培されている。第

３表中の育むお米の域内中間需要は主に日本酒原料としてである。 

(4) 厳密に言うと，「環境と経済の共鳴」では米部門の中でも育む農法へ転換した農家の経

済的なメリットのみを抽出して分析する必要があるが，本稿で適用する産業連関分析で

はその把握が困難であることから，米部門とそれ以外の部門という区分で分析を進める。 

(5) この付加価値の大きさは，労働投入の多さによる雇用者所得の大きさによるところが

大きいと思われる。  

(6) プラスの地域経済効果がもたらされる要因と直接生産額のプラス・マイナスは直接的

には関係ない。仮に，育むお米と慣行米の価格および生産量が全く同じで，育むお米部

門で 1,000 万円の直接生産額が増加し，慣行米部門で 1,000 万円の直接生産額が減少し

た場合，すなわち全部門合計で直接生産増加額がゼロとなった場合にも，地域経済効果

は必ずしもゼロとはならない。よって，全部門でプラスの直接生産額であっても，地域

にもたらされる経済効果はマイナスとなる可能性も残されている。  

(7) ただし，2008 年以降の不況により，高価な育むお米の販売は伸びが鈍化しつつあると

のことである。  
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(8) 2008 年産の育むお米の作付面積は 183ha であり，豊岡市の全水稲作付面積のわずか

6.3％に過ぎない。  

(9) 感応度分析では付加価値率のみを変化させ，産業連関表上の他の数値は変更していな

い。  

(10) ただし大沼・山本 (2009)では育むお米無農薬タイプでは，農家の労働の賃金水準によ

っては経済的メリットがないと結論づけている。  

(11) 地元の住人らが縁故米として農家から直接購入する場合もあるが，本稿の分析に用い

たデータは JA たじまが集荷して販売した育むお米，慣行米の数量をベースとしている

ため，縁故米などによる地域経済効果は分析の範囲外である。域内最終消費に関しては，

統計データ上で把握できている数量に対して，縁故米で売買される量も大きいと予想さ

れる。  
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